
障がいのあるお子さんの保護者向け講演会 

 成年後見制度とは！？ 
～制度の概要と利用の実際について～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近、成年後見制度を利用している方の選挙権の問題が話題になりましたが、この

制度の事、ご存知ですか？ 

成年後見制度とは、認知症の高齢者や障がいのある方の権利を守ってくれる制度の

ひとつです。その制度の概要と知多地域での制度利用の実態、後見センターの支援内

容等についてお話していただく予定です。 

将来の自立を見据え、わが子を守ってくれる制度と権利擁護の視点を一緒に勉強を

しましょう！！ 

 

◆日 時  平成 25 年 10 月 4日（金） 10：00～12：00 

◆場 所  東浦町福祉センター 2 階研修室（東浦町石浜岐路 23-1） 

※ 駐車場があまりありませんので、少し早めにご来場いただくか、満車の場

合は近隣の公共施設の駐車場をご利用ください。 

◆講 師  知多地域成年後見センター 今井 友乃氏 

◆定 員  30名程度 

◆費 用  無料 

 

◆お申込み方法◆ 

別紙申込用紙に必要事項をご記入の上、10月 1日までに FAXもしくは、メールでお申し込み下

さい。メールの場合は、件名を「成年後見講演会の申し込み」とし、①お住まいの市町村 ②参加者

氏名 ③子どもの名 ④子どもの年齢 ⑤子どもの障がい名 ⑥連絡先（TEL）⑦講師の方への質問事

項（ある方のみ）を記載し送信してください。 

※ 講演会への参加の可否についてのご連絡は、お断りの場合のみご連絡します。 

◆ 連 絡 先 ◆    

社会福祉法人 愛光園 知多地域障害者生活支援センターらいふ 

tel：0562-34-6609  fax：0562-34-6618  mail：higasi-sa@aikouen.jp 

障害児等療育支援事業 担当 東（ひがし） 

 

お申込み 

Life-neko 
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らいふ FAX 0562-34-6618 ／ MAIL higasi-sa@aikouen.jp 

平成 25 年 10 月 1日必着 

知多地域障害者生活支援センターらいふ 

障害児等療育支援事業 担当 行き 

 

成年後見制度とは！？ 申込用紙 
日時  H25.10.04 10：00～12：00 

会場  東浦町福祉センター 研修室 

 

＊ 以下の必要事項をご記入の上、お申し込みください。＊ 

■ お住まいの市町 

（ ○をつけてください ） 

半田市 ・常滑市 ・東海市 ・大府市 ・知多市 

阿久比町 ・東浦町 ・南知多町 ・美浜町・武豊町 

■ 参加者（保護者）氏名  

■ 子どもの名  

■ 子どもの年齢 歳 

■ 子どもの障がい名 
重症心身障がい・肢体不自由・知的障がい・自閉症 

その他（             ）   

■ 連絡先 
TEL  

メール  

■ 情報配信 

（らいふが主催する講演会や関係機関の講演会等の情報

をメールで配信しています。） 

 

登録済み ・ 希望する ・ 希望しない 

※ 希望された場合、連絡先のメールアドレスを登録させていただきます。携帯

電話のアドレスで登録される方は、PCからの配信となりますので受信できるよ

う設定してください。 

◆ 講師の方へのご質問等ありましたらご記入ください。 
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